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病院におけるアスベスト(石綿)対策に係る指導の徹底及びアスベスト(石綿)

使用実態調査に係るフォローアップ調査の実施について(協力依頼)

病院におけるアスベスト対策については、種々御理解と御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。

先般、「病院におけるアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアッ

プ調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)J (平成 29年 12月27日

付け医政発 1227第 1号厚生労働省医政局長通知)により、アスベスト使用実態

調査に係るフォローアップ調査の結果を公表するとともに、適切な対応をお願

いしたところですが、アスベスト対策の重要性に鑑み、引き続き「ばく露のお

それがある場所」を保有している病院(以下「要措置病院」という。)、分析調

査中の病院及び未回答の病院について、その後の状況の調査を実施するため、

別添のとおり各都道府県衛生主管部(局)長あて通知を発出しましたので、御

承知おきいただきますようお願いします。

なお、別添の通知に係るフォローアップ調査につきましては、都道府県を通

じて、当該調査の対象となる病院に調査をお願いすることとしておりますので、

当該フォローアップ調査の重要性を御理解いただき、御協力を賜りますよう重

ねてお願い申し上げます。また、フォローアップ調査の結果については、要措

置病院、分析調査中の病院及び未回答の病院について、その病院名、措置状況、

分析調査又は除去等の措置に着手できない理由等を公表する予定であることを

申し添えます。
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病院におけるアスベスト(石綿)対策に係る指導の徹底及びアスベスト(石綿)

使用実態調査に係るフォローアップ調査の実施について(依頼)

病院におけるアスベスト(石綿)対策については、「病院におけるアスベスト

(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対

応等について(通知)J (平成 29年 12月 27日付け医政発 1227第 1号厚生労働

省医政局長通知)により、アスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査

の結果を公表し、適切な対応をお願いするとともに、「ぱく露のおそれがある場

所』を保有している病院(以下「要措置病院Jという。)、分析調査中の病院及

び未回答の病院について、平成 30年内に除去等の措置文は分析調査の実施時期

を明確にするよう指導を依頼し、その後の状況について改めて報告をお願いす

る旨連絡したところです。

今般、フォローアップ調査を行うこととしましたので、貴職におかれまして

は、下記のとおり管下の病院に対して指導及び調査を実施し、当課まで提出し

ていただくようお願いします。

コu-一=口

1 .アスベスト(石綿)対策に係る指導について

平成 29年度の病院におけるアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォ

ローアップ調査における要措置病院、分析調査中の病院及び未回答の病院に

ついて、保健所設置市文は特別区の医療監視部門と十分連携の上、医療法(昭

和 23年法律第 205号)第 25条第 1項の規定に基づく立入検査を平成 31年度

の前半に優先的に実施するなどにより改善状況等について確認するとともに、

立入検査実施時点においてもなお要措置状態が継続している場合、分析調査

未実施の状態が継続している場合、未回答の状態が継続している場合等にお

いては、改善のために必要な指導をお願いします。



また、要措置病院及び分析調査中の病院が措置等の時期を明確にしない場

合や適切な措置を講じない場合等においては、保健所設置市又は特別区の医

療監視部門と十分連援の主、必要に応じて医療法(昭和 23年法律箪 205号)

第 24条第 1項に基づき施設の修繕等の命令を行うなどの対応をお願いします。

2. フォローアップ調査について

要措置病院、分析調査中の病院及び未回答病院の状況について、継続的に

状況把握及び指導をするとともに、その後の状況について、実施要領に基づ

き、 2019年9月27日(金)までに報告をお願いします。

なお、フォローアップ調査の結果については、要措置病院、分析調査中の

病院及び未回答の病院について、病院名、措置状況、分析調査文は除去等の

措置に着手できない理由等を公表する予定としておりますので、その旨を調

査対象の病院に周知いただきますようお願いします。

3. 送付書類

( 1) (別添)病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ

調査実施要領

(2)様式 1...... 3 

[照会先I
厚生労働省医政局地域医療計画課
TEL 03-5253-1111 

(アスベスト調査関係)
医療関連サービス室(内線 2539)

(医療監視関係)
医療監視専門官(内線 2764)



(別添)

病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査実施要領

1 . 調査対象病院

病院におけるアスベスト(石綿)対策については、「病院におけるアスベスト(石綿)

等使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(通

知)J (平成 29年 12月 27日付け医政発 1227第 1号厚生労働省医政局長通知)において公

表した調査結果による以下の病院。
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吹付けアスベスト(石

綿)等

アスベスト(石綿)含有

保温材等

合計

15病院

113病院

128病院

・・・・・・・|
18病院

543病院

561病院

1病院 34病院

4病院 660病院

5病院 694病院

※上記のうち、国立ハンセン病療養所、国立高度専門医療研究センタ一、国立病院機構及び地域医療

機能推進機構の病院は除く。

2. 調査時点 2019年 7月 1日(月)

3. 調査方法

( 1 )ばく露のおそれのある場所を有する病院について

平成 29年の調査結果における「ばく露のおそれのある場所を有する病院」のその

後の措置状況について、様式 1により病院に調査を行うこと。

( 2 )分析調査中の病院及び未回答の病院について

平成 29年の調査結果における「分析調査中の病院J及び「未回答の病院」のその

後の状況について、様式 1及び3により病院に調査を行うこと。

4. 調査表の作成要領

( 1 )様式 1について

-様式 1-1は吹付けアスベスト(石綿)等について、様式 1-2はアスベスト(石

綿)含有保温材等について、平成 29年の調査結果に基づき、それぞればく露のおそ

れのある場所を有する病院、分析調査中の病院及び未回答の病院について作成するこ

と。

・「開設者種別」欄は、別紙を参照のうえ、該当するものをプルダウンから選択する



こと。

. r平成 29年度調査時の病院の状況J欄は、平成 29年の病院におけるアスベスト(石

綿)等使用実態調査に係るフォ ローアップ調査の結果に基づ、き、「ばく露のおそれの

ある状態J、「分析調査依頼中」、「分析調査依頼予定J、「未回答Jのうち、該当するも

のをプルダウンから選択するこ と。

・「病院の状況」欄は、フォローアップ調査の結果に基づき、「アスベストが使用され

ていないj、「ばく露のおそれのない状態J、「措置済みj、「ばく露のおそれのある状

態J、「分析調査依頼中J、「分析調査依頼予定J、「未回答Jのうち、該当するものを

プルダウンから選択すること。このうち、「ばく露のおそれのある状態J、「分析調

査依頼中」、「分析調査依頼予定J、「未回答」の病院数については、様式 2の該当す

る欄と数値の整合性がとれていることを確認すること。

・「病院の状況j 欄において、「ばく露のおそれのある状態Jを選択した場合は、「ば

く露のおそれのある場所」欄にばく露のおそれのある場所を、「患者利用あり」と

「患者利用なしJ、「日常利用あり Jと「日常利用なしj に区別して記載すること。

(参考) r患者利用あり」の場所の例

病室、手術室、診察室、処置室、機能訓練室、食堂、談話室、浴室、廊

下、待合室、駐車場

「患者利用なし」の場所の例

ボイラ一室、エレベータ機械室(エレベータ昇降路を含む)、機械室、

倉庫、職員宿舎、医療関係職種等養成所

.-r今後の計画j禰iま、「除去:等の措置を知包」、「分析調査を実施J、「設計図書等によ ー

る確認を実施」、「未定」のうち、該当するものをプルダウンから選択すること。「病

院の状況」欄において、「アスベストが使用されていないJ、「ばく露のおそれのな

い状態」、「措置済みJ、「未回答」を選択した場合は、「今後の計画」以降の欄は記

入する必要はないこと。

. r時期」欄は、「今後の計画Jを実行する時期をできるだけ具体的に記入すること (rO

年O月j と具体的に記入。ro年度中Jは不可。酉暦で記載すること。)。場所ごと

に措置等の時期が異なる場合は、それぞれの時期を具体的に記載すること。

・「今後の計画や時期が未定の理由」欄は、「今後の計画」欄文は「時期」欄が「未定J

である病院について、未定となっている理由について具体的に記入すること。

( 2 )様式 2について

病院から提出された様式 1を開設者種別ごとに取りまとめ、様式 2の「総括表Jを

作成すること。様式 2を作成する際には、今回調査対象となっている病院のみについ

て記載するのではなく、平成 29年の調査において既に調査済みの病院についても合

わせて、各都道府県の全病院について記載すること。その他、様式に記載している記

入要領に従い作成すること。



( 3 )様式 3について

平成 29年の調査における「分析調査中の病院」及び「未回答の病院」は、その後

の状況を記載すること 。その他、様式に記載している記入要領に従い作成すること。

5 調査表提出期限等

( 1 )提出書類

| 提出書類 | 提出が必要な都道府県 | 
別添様式 1ー 1 I北海道、茨城県、千葉県、東京都、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、福

岡県、熊本県

別添様式 1-2

別添様式 2

( 2)提出期限

山梨県、滋賀県、岡山県、大分県を除く全都道府県

全都道府県

2019年 9月27日(金)

調査表の提出に当たっては、 Excelで作成のうえ、下記の提出先にメールで提出い

ただくとともに、様式 3の病院個表については各都道府県において、適切に保管する

こと。

また、本調査の結果、設計図書及び工事記録等アスベスト関連書類については、各

病院開設者文は管理者において適切に保存すること。

( 3 )提出先

厚生労働省医政局地域医療計画課

医療関連サービス室技術管理係



(別紙)

病院開設者の種別

開設者番号 開設者の種別 開設者の内容

法務省 法務省が開設する病院をいう。

2 宮内庁 宮内庁が開設する病院をいう。

3 防衛省 防衛省が開設する病院をしづ。

独立行政法人が開設する病院をいう。(国立病院機構、国立高度専
4 独立行政法人 門医療研究センター、地域医療機能推進機構、国立大学法人は除

く。)

都道府県が開設する病院をいう。ここには、地方自治法第284条第
5 都道府県 2項の規定により、総務大臣の許可を受けて設立した都道府県一部

事務組合の開設するものを含む。

(ア)市町村が開設する病院をいう。ここには、地方自治法第284条
第2項の規定により、都道府県知事の許可を受けて設立した市町村|

6 市町村
一部事務組合の開設するものを含む。
(イ)国民健康保険法施行法の規定により、国民健康保険法の施行
後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合が開設す
る病院をいう。

7 地方独立行政法人
地方独立行政法人法第2条の規定による法人が開設する病院をい
つ。

8 日赤 日本赤十字社が開設する病院をいう。

9 済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会が開設する病院をしヴ。

10 厚生連
全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同
組合連合会が開設する病院をいう。

11 北社協 社会福祉法人北海道社会事業協会が開設する病院をいう。

国家公務員共済組合法第3条の規定により設立された国家公務員
12 国共連 共済組合及び同法第21条の規定により設立された同連合会が開設

する病院をいう。

地方公務員等共済組合法第3条の規定により設立された地方公務
員等共済組合(地方職員共済組合、公立学校共済組合、 警察共済

13 地共連 組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済
組合等)及び同法第27条の規定により設立された全国市町村職員
共済組合連合会が開設する病院をいう。

私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を
14 私学事業団 管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が開設する病

院をいう。

15 健保連
健康保険法の規定により設立した健康保険組合及び健康保険組合
連合会が開設する病院をいう。



(ア)国民健康保険法第17条の規定により都道府県知事の認可を受
けて設立され、同法第3条第2項の国民健康保険を行う国民健康保
険組合が開設する病院をいう(※国民健康保険法第3条第1項の規

16 国保連 定により国民健康保険を行う市町村は含まない)。
(イ)国民健康保険法第83条の規定により設立した法人で同法第s4
条の規定により都道府県知事文は厚生労働大臣の認可を受けた国
民健康保険組合団体連合会が開設する病院をいう。

17 公益法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に定
義された公益社団法人文は公益財団法人が開設する病院をいう。

医療法第39条の規定に基づく法人で、同法第44条の規定により都
18 医療法人 道府県知事文は厚生労働大臣の認可を受けて設立した医療法人

が開設する病院をし句。

19 社福法人
社会福祉法の規定に基づき設立された法人(8・10以外の社会福祉
法人)が開設する病院をいう。

20 その他の法人 上記4 、 7 、 17~19以外の法人が開設する病院をいう。

21 生協組合
消費生活協同組合法の規定に基づき設立された医療(保健)生活
協同組合が開設する病院をし句。

会社の従業員及びその家族のために開設した病院で、都道府県知
22 会社 事から開設許可(医療法第7条)を受けたものが会社である病院を

いう。なお、会社の健康保険組合が開設する病院は含まない。

23 個人 個人が開設する病院をし可。

、
芝ヰ 戸生労働省

l厚生労働雀が関設する察院(里立障害者l，1.1ミピリテーションセン 、

ター病院)をいう。

25 I、ンセン 国立ハンセン病療養所をいう。

26 NHO 独立行政法人国立病院機構が開設する病院をしち。

国立研究開発法人国立がん研究センター、国立循環器病研究セン

27 NC 
タ一、国立精神=神経医療研究センター、国立国際医療研究セン
タ一、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センターが開
設する病院をいう。

28 JCHO 独立行政法人地域医療機能推進機構が開設する病院をしづ。



t係式1-1)

病院における耽付[tアスベスト(石綿}等理用実煙調査に慌るフォローアップ調査

[t<寓のおそれのある場所

a~ ilRHI\ 名 l 開担割." 廟院名 思成，"手段羽量崎の..院の""足 l 綱院の右足況{今回) 息4歯科m~り ""利用t..::L. 今後の針圃 附問 合'"のIt舗や時刷が朱定の埋飽

白調R利用あり 日常利用信し 日常利用あり 目需刷用t..::L.
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(係弐l-2)

病院におけるアスベスト(右輔]等吉有保温材等慣用実思調査に悟るフォローアップ調査

1<<置のおそれのある岨吊

副i且府県名 開設省』量刑 繍院名 平庇四年直"歪叫の病院の拡混 嗣院の状況t守回J 患者利用あり 患者利用はし 骨~の』十回 時期 苛~の"圃や崎聞が'"定のI理由

日常利用あり 日常利用立し 日常利用品り 日常利用拡」

ノ

、f

¥ 



{様式:!-l)

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査表(総括表)

l ill-J1の

i附副叩制制i蹴附叫院附附数判|と詳お，:忽伺{広己到i陪誌誌おl;五(広乙|除主官γすア惜lいlば刈f氷鳩〈叫誠伽σの)いい土竺T一所什!十

| 草211ド

汁一一山ーイ「イ l l ト
パ ー-ifl-ト十 1I I ヒ 二

iiJ:乃 「 一一一丁 i i-下二
ト1O Ji l i 卜一一一

二 斗ιll十二
(JilH寸 ll!-~ 一
一 一 一

川廿丁と二~=

1I I Iー

l 日 I~者随別

IH基省

'，n1ili' 

A 

/011道府県

一一一一一トー
市町村

l也}j独ι行政It人

日芥

済生会

l草生辿

北目協

ト一一一一一一トー
国共連 | 

地j同l:i!li

紅学事業団

健保連

凶保迎

公位法人

医療法人

人

人

一
法

怯

一
の

福

一
他

社

一
の

一

忌
、

生協組合

会社

個人

厚生労働省

合 計

(記入要領)

ifH 

l 叶七

|主
liJJ2 

。戸
。一ーい
いで。

一一戸

O 
-ー?ヲー「

o 

-
O. 

。
。
。
。

M 

トー←ー 1

f 
d 

ト一一一一一一

ト 一一

[注意荘1
・f全病院数Jは、担盟主Z且i且E主主の病院数を記入すること。
'0， C. E側は他の閥を入力すると自動で入力されるため、平入力しなL、こι
行の削除など隊式の変更はしなbにじ

[記椛要問]
・今岡町剥帯封段病院(令部E首府 LI}~許可4抗i昨}についで手目陪の世田.;" 十 l す呂Fけでなぐ 11fT同支ででI制有事AAiiðみの描院(1)刷 F刷口附に結当す3目前時}についで人廃止があっ子出合は

1'，'f:ri1rの細谷で各病院カ‘らIU，出目足せていF病院側帯!とJIづ会計トしてい子棚均出植1:人二Jレ‘

.rみf般病院数Jは、些些呈llJ...U!.些£の測量E刻 UI病院放であり、 回答病院数、分析調1夜中町病院数&.び米問答の病院放の合計と“致するものであるニと(C.l..Mを入力すると自動で入力されま

す，)，
「図書病院数j は、 DII~とE仰の合計と一致するものであるニと(1)、 Eを入力すると自動で入力されます，)，

・E附の散は、 F-I(の合計と一致するものであるニと(F-I(を入力すると自動で入力されます， l，
し糊の病院については.上段にf依頼中!の件数を、下段に「依頼予定jの叫数を集計し 記入して Fさ"，



(様式:2-2)

病院におけるアスベスト含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査表(総括表)

| 教ι(LLz対純附…一I煉糊吋象糊問…荊概叩一院閥数lυ|官 i「ケ閃匂ヤ?τT碕「I='H I ~叶tたrf以r:P「な口寸 | 一

宝 !一 jh; 1いぞ1[一 卜 jJ;」i一J十十lト一~二三J 

tiil I:11:l i:1 1十i !十一回一
一 一

日 (;::l;lいji-斗if十一一トド
| ;;. 0ぷ0L什;

i Pf:i;iト~L一___L十 . 0川1 工二ココ二土二二コ二7ナ一一プ二 1

;日~川HいUι川;::忘l;iU日ij」ijl [「一一一一一十τ一1トト「仁己一斗汁ナゴ二斗±;;二二ぺ1一 lト一匡仁
一 一一一-fo' -.， 1:':，..0:リ I:，'/O:' 1 し__J____L__~_， i ト_j

マ「一一「下-7-つ-γード二r-
JJjl=-i二1Ljj-け二

j il li l ト~
!o 一寸一一「-7-1- 卜→

|づFF:171 0 l o l b トトイ o .， I 

済企会

I'f.'l述

4ヒ社!品

ト 一一
国共述

地北迎

弘学事業l丑

ト一一一一健保連

国保連

公益法人

一一一一一一一トー医療法人

ト一一一一ー仕師法人

その他山怯人

生協組合

会社

個人

厚生労働省

ト一一一一一一一

合計

1:"'9;，1 
F7 心

-
o
-
o

ぷ川町一一一一行
ロ
『宇『一。

(配人誕飢}

[口意点l
・各病院から慢出された『病院個表Jを「荷役者個別に集計し‘件散を記入すること，
s.C、E側は他的問を入力すると自動で入力されるため、手入JJしなも、こじ
行の削除など係式的変更はしなb、こと.

l記載方法l
・D.F. C. H.I.J.I，. L. ~'I欄は.各病院倒表向調査対象絶叫について以下の優先順位で比較し、 i借も俊正反flf立の高い!(i 目 1 つのみにflJを計上l. それを集計して記入すること。
(使先順位 ;vl>L>I>I-I>K> J>C>ド>D)

.f全病院散111.担些主Z旦i且位£の病院散を記入するニι
「対象病院数Jは担旦庄Z且i旦並阜の制査対島病院教であり.図書病院数、分析調査中の病院歓且び来凶器;の柄院歓の合計と ー量するものであることに、 L.Mを入力すると自動で入力されま

す，)，
f同宮前昨世"主 fDアスベスト合宿f臨調材時があo品所会ネーLItい前昨 f，HF:アスベスト合布保椙材司があ九品所会省す為描1;-:;.町会計シ 依すλものであるこ~ (D. Et-入力するJい自制で入力

主ι孟土斗ι

.fEアスベスト含有保温材等がある場所を有する病院11:1'-1、の祉には.アスベストが使則されているものとみなして対応してL喝病院t，，;十上すること，
fEアスベスト古有保温材等がある場所在有する病院jの教は.F--I，の合計と 致するものであること<F-I(を入1パーると自動で入力されます，J，
.fL 分析調査中jの晴院については.上段にffl<，ffi中jのN散を 下段に『依頼干定Jの件数を集計l.記入して FさL、
今同の田容手掛急病院{令部~ i首府県~æ+陥 O問時》についで-rの悼の甜閉会書 トトすλ戸けでたぐ前同支でで掴脊w肺暗みの附昨 (!l相 F掴 C岨1.:_1t当す;:;ti.l昨日 F ついても J存Itがあった串合は

盆刑(/)!gj脊で各病院から提出!<サてい士病院同彩1'::1.tづ;l'.~十上していた開から措じること



(様式3-1)

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアッフ。調査表(病院個表)

①ウに該当する病院で分析調査の結果、アクチノライト、アンソ
フィライト及びトレモライトのし、ずれかが含有してし、ることが判明
した場合は、分かる範囲で右欄にご記入下さい。

(記入要領)

アスベストの種類 使用場所

開設者種別

病院名

管理者名

担当者氏名

電話番号

使用時期

①のし、ずれか、該当するもの一つにfOJを付して下さい。(一つの施設で複数に該当する場合l立、エ>ウ>イ〉アの順で優先して記載して下さい。)

なお、エの欄については、依頼中又は依頼予定のどちらかにfOJを付して下さい。

アにfOJ→調査終了です。

イlこfOJ →③のし、ずれか一つにfOJを付して下さい。(一つの施設で複数に該当する場合には、以下の順で優先して記載して下部、， ) 

(措置がとられていなしもの>措置済、

liく露のおそれのあるもの>ばく箆のおそれのなしもの、

日常利用する場所>その他の場所、

未定>措置予定)

-ウにfOJ →②のし、ずれか一つにfOJを付して下さい。

エに「どちらかにOJ →調査終了です。

②オ、キ、コ、サ又はスにfOJ →③のいずれか一つにfOJを付して下さい。(優先順は既に記載のとおり.) 

②カ、ケ、シにfOJ →調査終了です。

②夕、セに依額中又は依頼予定のどちらかにfOJ→調査終了ですc

③のソ、タlこfOJ →調査終了です。

③のチ、ツ、テ、トlこfOJ

措置の状況③

除去等の措置がとられていなし、もの

ばく露のおそれがあるもの

i「 -製造メーカー 製品名

J 

/ 



r 
『

病院におけるアスベスト含有保温材等使用実態調査に係るフォローアッフ。調査表(病院個表)

設ilH珂 j!~~~;による的認① 分析制慌の万it②

(級武:J-2)

1111'WI~の状況③

¥l川正
icmmlBB吟Xは

..安化発宮¥062200I号 JIS AI481XはJIS，~11B lJ!l怖m

設計図 1 3組…に分仰を
実施m等で設~1' 1il1 設計 IZI

一日位
町I[~Jの 11F等で {"等で 出トレそライト待合対象としたJIS出こよ 分折淵査を実施

結見~.融M!，、の 町It}'Jが る分lI'r酬~fが必蝉}

結集、 できず アλrく 1
アスベ ストが使 一一一一 アスベ

のtlll~ ; の

Jtlされ l'I:を~ j刊されアスベアスベ アスベアスベストが使 泊tなし、

ん
ていな 川され 』仲ili とみ ているストがス卜が ス卜がス卜が唱され もの fHaJ t 1l4V4 L い ている l-

使用さ i止Ur!さ分析調査が使j刊さ使用さ しν 干定 未定

一一一一一一一，一一一

保温材

耐火被覆材
依軒i予定

煙突用断熱材
1立~1ごr-定

①ウに該当寸る病院で分針制査の結燥、アクチノライト、アン:17ィライト及び卜
レモライトのし、ずれかが含有していることが判明した場合は、分かる悩聞で~'i
州にご記入ドさいu

(記入量~{1VO

れていれてい 未 軸 i ト」なし、る なし、る ないる

_!:f--~一之ー__i::_1_寸___!L_2l__2 セ| ゾ
依~fi中 I/i.紙中

依頼予定 依頼干定

依願中

依収予定 依制予定

| 州中 |
依頼中

依頼予定 '‘ 依，*Ji予定

7;;<ベストの錨鎖 使用場所 使用11寺JUI

l串 il.材、耐火被十世材&.び煤矢川附剤糾のそれぞれにつし、て、ド記の弘~Hnで記入してくださいω

[1品げ1'1訓告符による仰総①」の記松方法l

製.illiメーカー

「訟日|陶芸ト等による仰認①げ川、ずれか、該当するもの一つに10Jを付して下さい。( つの施i世で阪数に該当寸る場合は、エ〉オ〉ウ〉イ〉7の町iで悩先して氾，1配して下さし'0)
なお、エの捌については、依軒i中又は{制。i予定のどちらかlニ10Jを付して下さい.

アに10J -淵宜終了です.

・イ又は刈 lニrOJ- rn~l~tの状況③JのL 、ずれか一つに10Jを付して Fさ"¥.(一つの施設で品i数に該当する場合には.以!どの町iで催$¥:して記;Ii比して ドさい0)

(1，首位がとられてし、なも、もの >t:jl~済.

ばく誕のおそれのあるもの〉ばく婦のおそれのなしもの、

日常利用する湯所〉その他の場所、

米定〉措i世予定)

ウに10J ー「分析制宝tの方法②」のし吋aれか一つに10Jを付して Fさい。

エに「どちらカ‘lこOJ -捌査終了ですω

[ 1 分担r ，~IB笠の方法②」及ひ，r.j"g'世の状況③J の記; 1直方法 ]

方、夕、サ、ン、セに10J - 1f/}il1の状況 ③Jのし吋‘れか一つlこ10Jを付して Fさいψ(催光州は!j:(に配械のとおり。)

キ.コ、スに10J -制査終了です.

ケゾにI/i.制中旦は依州予定のどちらかに10J-淵査終了です園

内I-t" tù~の状況③」の夕、チ lニ 10J ー訓資終了ですω
rm.iaの状iJ(③」のツ、子、ト、ナに10J

製品名


